
いなべ市監査委員告示第５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定に基づく財政

援助団体等（公の施設の指定管理者、社会福祉法人あじさいの家 ）の監査を実

施したので、同条第９項の規定に基づき、その結果報告を次のように公表する。 

 

平成３０年３月１２日 
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指定管理者監査結果報告書 

（社会福祉法人 あじさいの家） 
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財政援助団体等の監査 

第１ 監査実施年月日及び監査対象 

 財政援助団体等の監査 (公の施設の指定管理者監査) 

実 施 年 月 日 対 象 団 体 所 管 課 

平成３０年２月５日 社会福祉法人 あじさいの家 
福祉部 

社会福祉課 

 

第２ 監査の概要 

１ 監査の種別 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく財政援助団体等監査（公の施設の指定

管理者監査） 

 

２ 監査の対象 

社会福祉法人あじさいの家における執行事務のうち、平成２９年度の公の施設（山

郷重度障害者生活支援センター）の管理運営に係る出納、その他の事務の執行につい

て監査を実施した。 

 

３ 監査の主眼 

・ 施設は条例及び協定書の定めるところにより適正に管理されているか。 

・ 施設に関わる収支会計経理は適正に行われているか。 

・ 利用料金の設定は適正に行われているか。 

・ 管理規程、経理規程等の整備はなされているか。 

・ 帳簿その他の証拠書類は適正に整理保管されているか。 

 

第３ 監査の方法 

平成２９年度の施設管理の実施状況について、提出を求めた監査資料に基づき、関

係者から説明を聴取するとともに、当該施設運営に係る関係諸帳簿、証拠書類等の照

合、調査する方法で監査を実施した。 

 

第４ 監査の結果 

第３のとおり監査を実施した結果、条例及び基本協定書に沿って施設の管理運営、

事務処理が執行されており、おおむね適正であると認められた。 

なお、監査の過程において気付いた事務処理上の軽易な事項については、その都度

口頭により善処方を指示した。 

 



１ 監査対象の概要 

 

名称・代表者 社会福祉法人 あじさいの家  理事長 武藤輝彌 

事務所所在地 いなべ市北勢町其原７８４番地１ 

基 本 協 定 締 結 年 月 日 平成２８年４ 月１日 

目的及び事業 

多様な福祉サービスが利用者の意向を尊重して総合的に提

供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊

厳を保持しつつ自立した生活を地域社会において営むことが

できるよう支援することを目的とする。 

 

主な事業内容 

1. 生活介護事業 

2. 施設の利用承認に関する業務 

3. 施設の利用に係る料金の収受に関する業務 

4. 施設の維持管理に関する業務 

5. 前各号に掲げる業務に付随する業務  

組 織 構 成 
《役員》法人理事６人、監事２人 

《職員》職員２５人 

業 務 内 容 
山郷重度障害者生活支援センター管理運営 

（平成２８年４月から） 

 

２ 公の施設の指定管理 

(1) 指定管理の内容   

山郷重度障害者生活支援センターは、平成２８年４月１日から社会福祉法人あじさ

いの家が、山郷重度障害者生活支援センターの管理に関する基本協定書により当施設

の指定管理者となっている。 

・ 協定期間  平成２８年４月 1日から平成３３年３月３１日まで 

・ 指定管理料 ２，３００，０００円 （平成２９年度） 

業務の細目は「山郷重度障害者生活支援センターの管理に関する基本協定書」の定

めるとおりとする。 



(2)  施設の概要 

   施設 山郷重度障害者生活支援センター 

所在地 いなべ市北勢町其原７８４番地１ 

 

(3) 施設利用及び収支の状況 

 利用者実数２２名（うち１名は不定期利用） 

曜日別利用者数                        （単位：人） 

曜日 月 火 水 木 金 １日平均 

男 １２ １２ １４ １３ １３ １２.８ 

女   ４   ３   ３   ５   ３   ３.６ 

計 １６ １５ １７ １８ １６ １６.４ 

 

年齢別利用者数                        （単位：歳） 

年齢 20～29 30～39 40～49 50～ 計 平均年齢 

男 ８ ６ １ ２ １７ ３２ 

女 ２ ２ １ ０   ５ ３３．４ 

計 １０ ８ ２ ２ ２２ ３２．３ 

 

３ 指摘事項 

施設は協定書に基づき適切に管理されていたが、提出された事業報告書が基本協定

書の示す事項の不明確なものが見受けられたことから、指定管理基本協定第２０条の

報告の充実を図られたい。所管課は協定書に基づき適切な指導に努めること。 

 

４ 所 見 

山郷重度障害者生活支援センター施設について、多くの課題を抱えながらも指定管

理者として適正に管理されている。施設の営繕も利用者の声に応えられるよう努めら

れている。また施設内行事や交流会など積極的に取り組まれており、その活動内容は

広報誌を発行してＰＲにも努めている。 

協定書に基づき防災・防犯その他不測の事態に対応できるマニュアルが作成され、

事故対応に努めている。このマニュアルについて、職員への周知徹底を図り通所者の

安全確保に努められたい。 

家族の事情や環境の変化、個々の体調の変化など緊急時にも対応できるよう職員の

配置と体制を整え、支援におけるすべての活動が円滑で正確に機能するよう職員間の

協力体制に努められたい。 

                                   以上 


